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(57)【要約】
　本発明は医療処置を実行するための部屋１０１，７０
１，８０１の中にアンビエントヒーリング環境を生成す
るためのシステム１０２，５０２，７０２，８０２に関
する。その目的でシステムは患者１０５，８０５に香り
の連続バッチ２０４，２０６，２０８，３０４，３０６
，３０８，４０４，４０６，４０８を供給するように構
成される一次香り供給機構１０４，５０８，７０８，８
０４を有する。システムはさらに、動作中に一次時系列
２０２，３０２，４０２，６０２，９０２に従って断続
的に香りの連続バッチを供給するように一次香り供給機
構１０４，５０８，７０８，８０４を制御するように構
成されるコントローラ１０６，５１０，７１０，８０６
を有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　部屋の中にアンビエントヒーリング環境を生成するためのシステムであって、
  香りの連続バッチを患者に供給する一次香り供給機構と、
  動作中に一次時系列に従って前記香りの連続バッチを断続的に供給するように前記一次
香り供給機構を制御するコントローラと、
を有するシステム。
【請求項２】
　医療処置を実行するための前記部屋の中の香りの量を示す測定信号を生成するためのセ
ンサをさらに有し、前記コントローラが前記測定信号に応じて前記香りの連続バッチ間の
期間を適応させる、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　医療処置を実行するための前記部屋の中の香りの量を示す測定信号を生成するためのセ
ンサをさらに有し、前記コントローラが前記測定信号に応じて前記香りの連続バッチのサ
イズを適応させる、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記コントローラが、医療処置を実行するための前記部屋に前記患者が入室したことを
検出するのに応じて前記一次時系列を開始する、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記コントローラが、医療処置を実行するための前記部屋を前記患者が退室したことを
検出するのに応じて前記一次時系列を終了する、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記コントローラが、医療処置を実行するための前記部屋を前記患者が退室したことを
検出するのに応じて、当該部屋から香りの抽出を開始する、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記香りを選択するためのユーザインターフェースをさらに有する、請求項１に記載の
システム。
【請求項８】
　前記一次香り供給機構を組み込む、医療処置の実行中に前記患者によって装着されるヘ
ッドセットをさらに有する、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記ヘッドセットが香りを抽出する香り抽出機構をさらに有し、前記コントローラが抽
出時系列に従って香りの抽出を制御する、請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記ヘッドセットが前記一次香り供給機構と前記香り抽出機構を、前記ヘッドセットが
前記患者によって装着されているときにこれらが相互に前記患者の鼻器官の両側にあるよ
うに組み込む、請求項８に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記一次香り供給機構を組み込む、医療処置の実行中に前記患者の鼻器官の近くで患者
テーブルに取り付けられるテーブルトップをさらに有する、請求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記テーブルトップが香りを抽出する香り抽出機構をさらに有し、前記コントローラが
抽出時系列に従って香りの抽出を制御する、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記テーブルトップが前記一次香り供給機構と前記香り抽出機構を、前記テーブルトッ
プが前記患者テーブルに取り付けられるときにこれらが相互に前記患者の鼻器官の両側に
あるように組み込む、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１４】
　患者に香りのバッチを供給する、前記一次香り供給機構から離れた二次香り供給機構を
さらに有し、前記コントローラが、動作中に二次時系列に従って前記香りのバッチを供給
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するように前記二次香り供給機構を制御する、請求項１に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記コントローラが、医療処置を実行するための前記部屋に前記患者が入室したことを
検出するのに応じて前記二次時系列を開始する、請求項１４に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は医療処置を実行するための室内にアンビエントヒーリング環境を生成するため
のシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＵＳ７８２３３０６　Ｂ１は医療処置中に患者に落ち着きを誘発する装置を含む医療処
置を行うための部屋を開示する。こうした装置の一つは、匂いを与えるための香り装置で
ある。しかしながら、適切な措置を取らなければ、こうした香り装置は過剰な香りの供給
のために沈静効果よりもむしろストレス誘発効果を持つ可能性がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の目的は、室内、より具体的には医療処置を実行するための部屋、病院の待合室
、若しくは病院の更衣室においてアンビエントヒーリング環境を生成するためのシステム
を提供することであり、当該システムは香りを用いて患者のストレスを軽減することがで
きる。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　この目的は、香りの連続バッチを患者に供給するように構成される一次香り供給機構と
、動作中に一次時系列に従って断続的に香りの連続バッチを供給するように一次香り供給
機構を制御するように構成されるコントローラとを有する、本発明にかかるシステムによ
って達成される。
【０００５】
　本発明にかかるシステムは、その連続的な沈静効果を有することなく香りが断続的に供
給され得るという原理を利用する。つまり、特定の香りによっては、香りはいくらかの期
間患者の記憶に残る。香りの連続バッチを断続的に供給することによって、すなわち香り
ゼロと非ゼロ量の香りを連続的に繰り返すことによって、患者のストレスを軽減する可能
性に影響を及ぼすことなく過剰な香りの可能性が削減される。ここで香りの連続バッチ間
の期間はその香りが患者の記憶に残る期間に関連するはずである。こうした香りの連続バ
ッチのサイズが大きくなるにつれて、こうしたバッチ間の期間も大きくなり得る。特定の
タイプの香りによっては、実験的証明を介して香りの連続バッチのサイズ及び香りの連続
バッチ間の期間を当業者が決定するものとする。
【０００６】
　本発明にかかるシステムは特定のタイプの香りに限定されない。いずれにせよ、リラッ
クス効果で知られるエッセンシャルオイル若しくはそのブレンドが、本発明にかかるシス
テムとうまく併用され得る。
【０００７】
　本発明にかかるシステムの好適な実施形態において、システムは室内の香りの量を示す
測定信号を生成するためのセンサを有し、コントローラは測定信号に応じて香りの連続バ
ッチ間の期間を適応させるように構成される。この実施形態は医療処置を実行するための
部屋における過剰な香りを示す測定信号に応じて連続バッチ間の期間を増加させること、
並びに測定信号が香りの不足を示す場合上記期間を減少させることができる。この実施形
態は医療処置を実行するための部屋における過剰な香り若しくは香りの不足のいずれかを
防止するために香りの連続バッチ間の期間を調整することができる。結果として、この実
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施形態は有利に患者のストレスをさらに軽減する。
【０００８】
　本発明にかかるシステムの好適な実施形態において、システムは室内の香りの量を示す
測定信号を生成するためのセンサを有し、コントローラは測定信号に応じて香りの連続バ
ッチのサイズを適応させるように構成される。バッチのサイズはｋｇ若しくはｍｏｌでの
連続バッチあたりの香りの量に関する。こうしたバッチサイズは一次供給機構からの質量
流量を適応させることによって、又は上記質量流量が一次供給機構によって生成される期
間を変更することによって、制御可能である。この実施形態は医療処置を実行するための
部屋における過剰な香りを示す測定信号に応じて連続バッチのサイズを減少させること、
並びに測定信号が香りの不足を示す場合上記サイズを増加させることができる。この実施
形態は医療処置を実行するための部屋における香りの過剰及び不足を防止するためにバッ
チサイズを調整することができる。結果として、この実施形態は患者のストレスをさらに
軽減する利点を持つ。
【０００９】
　本発明にかかるシステムのさらなる好適な実施形態において、コントローラは患者が入
室したことを検出するのに応じて一次供給時系列を開始するように構成される。コントロ
ーラは例えばドアの開閉の奇数の例によって、若しくはＲＦＩＤ追跡を介して患者の入室
を検出し得る。この実施形態は必要なとき、すなわち患者が室内にいる場合のみ香りを供
給することができ、それによって香りの過剰と不足の両方を防止する。その結果この実施
形態は有利に患者のストレスをさらに軽減する。
【００１０】
　本発明にかかるシステムのさらなる好適な実施形態において、コントローラは患者が退
室したことを検出するのに応じて一次供給時系列を終了するように構成される。コントロ
ーラは例えばＲＦＩＤ追跡によって若しくはドアの開閉の偶数の例を介して、患者の退室
を検出し得る。この実施形態は必要なとき、すなわち患者が実際に室内にいる場合のみ香
りを供給することができる。その結果この実施形態は患者のストレスをさらに軽減すると
いう点で有利である。
【００１１】
　本発明にかかるシステムのさらなる好適な実施形態において、コントローラは患者が上
記部屋を退室したことを検出するのに応じて部屋から香りの抽出を開始するように構成さ
れる。この実施形態はその後の香りの曖昧な混合を効果的に防止する。こうした曖昧な香
りは患者のストレスを軽減しようとするとき逆効果を生じ得る。従ってこの実施形態は患
者のストレスレベルをさらに軽減するという点で有利である。
【００１２】
　本発明にかかるシステムのさらなる好適な実施形態は香りを選択するためのユーザイン
ターフェースを有する。この実施形態はさらなるストレスを生じ得る患者に嫌われる香り
を防止することができる。従ってこの実施形態は患者のストレスレベルを削減するよりも
むしろ患者にストレスを誘発することを有利に防止する。
【００１３】
　本発明にかかるシステムのさらなる好適な実施形態は、一次香り供給機構を組み込む、
医療処置の実行中に患者に装着されるように構成されるヘッドセットを有する。この実施
形態において一次香り供給システムは全医療処置中に患者の鼻器官に近接する。これはよ
り効果的な香り供給をもたらす。より効果的な香り供給は香りの連続バッチのサイズの削
減、香りの連続バッチ間の期間の増加、若しくはそれらの組み合わせを可能にする。その
結果この実施形態は香りの過剰と不足の両方を効果的に回避する。従ってこの実施形態は
患者のストレスレベルをさらに軽減する利点を持つ。
【００１４】
　本発明にかかるシステムのさらなる好適な実施形態において、ヘッドセットは香りを抽
出するように構成される香り抽出機構をさらに有し、コントローラは抽出時系列に従って
香りの抽出を制御するように構成される。この実施形態は患者の鼻器官へ供給されない香
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りを効果的に除去することができる。結果としてこの実施形態は医療処置を実行するため
の部屋における過剰な香りを防止する。その結果、この実施形態は患者のストレスレベル
をさらに軽減するという点で有利である。
【００１５】
　本発明にかかるシステムのさらなる好適な実施形態において、ヘッドセットは一次香り
供給機構と香り抽出機構を、ヘッドセットが患者に装着されているときにこれらが相互に
患者の鼻器官の両側にあるように、組み込む。この実施形態は香りを患者の鼻器官に沿っ
て流れさせる。これは香りの連続バッチのサイズのさらなる削減、香りの連続バッチ間の
期間のさらなる増加、若しくはそれらの組み合わせを可能にして香り供給の効率をさらに
増加させる。その結果この実施形態は香りの過剰と不足の両方を効果的に回避する。従っ
てこの実施形態は有利に患者のストレスレベルをさらに軽減することができる。
【００１６】
　本発明にかかるシステムのさらなる好適な実施形態は、一次香り供給機構を組み込む、
医療処置の実行中に患者の鼻器官付近で患者テーブルに取り付けられるように構成される
テーブルトップを有する。この実施形態において一次香り供給システムは全医療処置中に
患者の鼻器官に近接する。これはより効果的な香り供給をもたらす。より効果的な香り供
給は香りの連続バッチのサイズの削減、香りの連続バッチ間の期間のさらなる増加、若し
くはそれらの組み合わせを可能にする。その結果この実施形態は香りの過剰と不足の両方
を効果的に回避する。従ってこの実施形態は患者のストレスレベルをさらに軽減すること
ができるという点で有利である。
【００１７】
　本発明にかかるシステムのさらなる好適な実施形態において、テーブルトップは香りを
抽出するように構成される香り抽出機構をさらに有し、コントローラは抽出時系列に従っ
て香りの抽出を制御するように構成される。この実施形態は患者の鼻器官に供給されない
香りを効果的に除去することができる。結果としてこの実施形態は医療処置を実行するた
めの部屋における過剰な香りを防止する。その結果この実施形態は患者のストレスレベル
をさらに軽減する利点を持つ。
【００１８】
　本発明にかかるシステムのさらなる好適な実施形態において、テーブルトップは一次香
り供給機構と香り抽出機構を、テーブルトップが患者テーブルに取り付けられるときにこ
れらが相互に患者の鼻器官の両側にあるように、組み込む。この実施形態は香りを患者の
鼻器官に沿って流れさせる。この香りの強制的な流れは香りの連続バッチのサイズのさら
なる削減、香りの連続バッチ間の期間のさらなる増加、若しくはそれらの組み合わせを可
能にして香り供給の効率をさらに増加させる。その結果この実施形態は香りの過剰と不足
の両方を効果的に回避する。従ってこの実施形態は有利に患者のストレスレベルをさらに
軽減することができる。
【００１９】
　本発明にかかるシステムのさらなる好適な実施形態は、一次香り供給機構から離れた、
香りのバッチを患者に供給するように構成される二次香り供給機構をさらに有し、コント
ローラは動作中に二次時系列に従って香りのバッチを供給するように二次香り供給機構を
制御するように構成される。この実施形態は医療処置を実行するための部屋における患者
の実際の位置の方へ香りの供給を調整することができる。つまり、患者の位置に応じて、
第一の香り供給機構、第二の香り供給機構、若しくは両機構が香りを供給し得る。このよ
うな位置依存香り供給はより効果的な香り供給をもたらし、これは沈静効果を与えるため
に必要な香りの量を削減する。ここでこの実施形態は患者のストレスレベルをさらに軽減
することができるという点で有利である。
【００２０】
　本発明にかかるシステムのさらなる好適な実施形態においてコントローラは医療処置を
実行するための部屋に患者が入室したことを検出するのに応じて二次時系列を開始するよ
うに構成される。この実施形態は医療処置を実行するための部屋への入室時に正確に患者
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に香りを供給することができる。従ってこの実施形態は香りの過剰及び不足を防止する。
従ってこの実施形態は患者のストレスレベルをさらに軽減する利点を持つ。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明にかかるシステムの平面図を概略的に描く。
【図２】一次香り供給機構によって動作中に香りの連続バッチが供給される一次時系列を
概略的に示す。
【図３】香りの連続バッチ間に可変期間を持つ一次時系列を概略的に示す。
【図４】香りの連続パルスが相互に異なるサイズを与えられる一次時系列を概略的に示す
。
【図５】一次供給機構を組み込むヘッドセットを有する一実施形態を概略的に示す。
【図６】一次時系列と抽出時系列を概略的に示す。
【図７】一次供給機構を組み込むテーブルトップを有する一実施形態を概略的に示す。
【図８】二次香り供給機構を有する本発明にかかるシステムの一実施形態の平面図を概略
的に描く。
【図９】一次及び二次時系列を概略的に描く。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　図１は部屋（１０１）、より具体的には医療処置を実行するための部屋の中にアンビエ
ントヒーリング環境を生成するためのシステム（１０２）の平面図を描く。システム（１
０２）はそれ自体当業者に既知である、患者（１０５）に香りの連続バッチを供給するよ
うに構成される一次香り供給機構（１０４）と、それ自体当業者に既知である、動作中に
一次時系列に従って断続的に香りの連続バッチを供給するように一次香り供給機構を制御
するように構成されるコントローラ（１０６）とを有する。好適にはコントローラ（１０
６）は一次香り供給機構（１０４）に無線接続される。ただしコントローラ（１０６）は
部屋（１０１）の中になくてもよい。部屋（１０１）の中には、医療処置を実行するため
の画像装置（１０３）がある。患者のストレスは患者（１０５）が画像装置（１０３）に
おいて医療処置を受けるときにピークに達するはずなので、好適には一次香り供給機構（
１０４）は上記画像装置（１０３）の近く、すなわち患者に接近して位置する。
【００２３】
　図２は一次時系列（２０２）、すなわち時間ｔの関数として一次供給機構（１０４）に
よって生成される香りの質量流量

を概略的に描き、これに従って連続バッチ（２０４，２０６，２０８）が一次香り供給機
構（１０４）によって供給される。図２の特定の実施例において、連続バッチ（２０４，
２０６，２０８）は香りの量に関して同一サイズを持つ。いずれにしても、下記実施形態
から明らかになるように、香りの連続バッチは部屋（１０１）内の香りの量に応じて若し
くは事前にプログラムされたパターンに起因してサイズが異なってもよい。図２の特定の
実施例において、連続バッチ（２０４）と（２０６）の間の期間Ｔ１は連続バッチ（２０
６）と（２０８）の間の期間Ｔ２に等しい。下記実施形態から、連続パルス間の期間は固
定されなくてもよく、むしろ部屋（１０１）内の香りの量に依存して変動し得ることが明
らかになるだろう。一次時系列（２０２）は３連続バッチの数に限定されず、一次時系列
（２０２）は医療処置を実行するために必要な時間だけ長く続いてもよく、従って香りの
多数の連続バッチを有し得ることが留意されるべきである。
【００２４】
　特定の実施形態において、システム（１０２）は部屋（１０１）内の香りの量を示す測
定信号を生成するためのセンサ（１０８）を有する。この特定の実施例においてコントロ
ーラ（１０６）は、測定信号に応じて、香りの連続バッチ間の期間を適応させるように構
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成される。一次時系列（３０２）を示す図３を参照すると、コントローラ（１０６）は部
屋（１０１）内の過剰な香りを測定するのに応じて香りの連続バッチ（３０４）と（３０
６）の間の期間Ｔ１を香りの連続バッチ（３０６）と（３０８）の間の期間Ｔ２に増加さ
せる。センサ（１０８）は香り分子を直接測定するか、又はこうした測定を容易にするこ
とを有する、液体に意図的に添加される無臭物質を使用し得る。
【００２５】
　特定の実施形態において、システム（１０２）は部屋（１０１）内の香りの量を示す測
定信号を生成するためのセンサ（１１０）を有する。ここでコントローラ（１０６）は、
測定信号に応じて、香りの連続バッチのサイズを適応させるように構成される。一次時系
列（４０２）を示す図４を参照すると、コントローラ（１０６）は部屋（１０１）内の香
りの不足を測定するのに応じて、連続バッチ（４０４）と（４０６）の質量流量

を連続バッチ（４０８）の質量流量

に増加させる。
【００２６】
　好適には、コントローラ（１０６）は連続バッチ間の期間と連続バッチのサイズの両方
を適応させるように構成される。そうすることによって、システム（１０２）は一次香り
供給機構（１０４）の質量流量に関して供給限界を超えることを効果的に延期する。
【００２７】
　さらなる実施形態においてコントローラ（１０６）は患者（１０５）が部屋（１０１）
に入室したことを検出するのに応じて一次供給時系列を開始するように構成される。図２
を参照すると、例えばＲＦＩＤ追跡を介した時点ｔｅｎｔｒｙにおける患者入室の検出に
より、コントローラは時点ｔｐｒｉｍａｒｙ　ｓｔａｒｔにおいて一次時系列（２０２）
を開始する。
【００２８】
　さらなる実施形態においてコントローラ（１０６）は患者（１０５）が部屋（１０１）
を退室したことを検出するのに応じて一次供給時系列（２０２）を終了するように構成さ
れる。図２を参照すると、例えばＲＦＩＤ追跡を介した時点ｔｅｘｉｔにおける患者退室
の検出により、コントローラは時点ｔｐｒｉｍａｒｙ　ｅｎｄにおいて一次時系列（２０
２）を終了する。
【００２９】
　さらなる実施形態においてコントローラ（１０６）は患者（１０５）が部屋（１０１）
を退室したことを検出するのに応じて当該部屋（１０１）から香りの抽出を開始するよう
に構成される。
【００３０】
　特定の実施形態においてシステム（１０２）は香りを選択するためのユーザインターフ
ェース（１１２）を有する。ユーザインターフェース（１１２）は部屋（１０１）の中だ
けでなく外にも位置し得る。
【００３１】
　図５は部屋（不図示）の中にアンビエントヒーリング環境を生成するためのシステム（
５０２）の一実施形態を概略的に示す。システム（５０２）は医療処置の実行中に患者（
不図示）によって装着されるように構成されるヘッドセット（５０４）を有する。こうし
た医療処置は例えば画像装置（５０６）において実行される。ヘッドセット（５０４）は
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一次香り供給機構（５０８）を組み込む。システム（５０２）は動作中に一次時系列（６
０２）に従って断続的に香りの連続バッチを、すなわち時間ｔの関数として香りの質量流
量

（図６参照）を供給するように一次香り供給機構（５０８）を制御するためのコントロー
ラ（５１０）をさらに有する。図５を参照すると、コントローラ（５１０）は部屋（不図
示）の中に設置され、一次香り供給機構（５０８）に無線接続する。代替的に、コントロ
ーラ（５１０）はヘッドセット（５０４）に組み込まれてもよい。特定の実施形態におい
てヘッドセット（５０４）は香り抽出機構（５１２）を有する。ここで、コントローラ（
５１０）は抽出時系列（６０４）に従って香りの抽出を、すなわち時間ｔの関数として香
りの質量流量

を制御するように構成される。図６を参照すると、コントローラ（５１０）は香り抽出機
構（５１２）に抽出時系列（６０４）に従って断続的に空気を抽出させる。これは恒久的
なノイズ源を防止する。好適には抽出時系列（６０４）は一次時系列（６０２）に対して
期間Ｔの半分だけ時間についてシフトされ、抽出時系列（６０４）と一次時系列（６０２
）を相互に非同期にする。さらなる特定の実施形態において、ヘッドセット（５０４）は
一次香り供給機構（５０８）と香り抽出機構（５１２）を、ヘッドセット（５０４）が患
者（不図示）によって装着されているときにこれらが相互に患者の鼻器官（不図示）の両
側にあるように、組み込む。
【００３２】
　図７は医療処置を実行するための部屋（不図示）の中にアンビエントヒーリング環境を
生成するためのシステム（７０２）の一実施形態を概略的に示す。システム（７０２）は
医療処置の実行中に患者の鼻器官（不図示）の近くで患者テーブル（７０６）に取り付け
られるように構成されるテーブルトップ（７０４）を有する。テーブルトップ（７０４）
は一次香り供給機構（７０８）を組み込む。システム（７０２）は動作中に一次時系列（
６０２）に従って断続的に香りの連続バッチを供給するように一次香り供給機構（７０８
）を制御するためのコントローラ（７１０）をさらに有する（図６参照）。図７を参照す
ると、コントローラ（７１０）はテーブルトップ（７０４）から離れて設置される。コン
トローラ（７１０）とテーブルトップ（７０４）は無線接続され得る。特定の実施形態に
おいてテーブルトップ（７０４）は香り抽出機構（７１２）を有する。ここで、コントロ
ーラ（７１０）は抽出時系列（６０４）に従って香りの抽出を制御するように構成される
。さらなる特定の実施形態においてテーブルトップ（７０４）は一次香り供給機構（７０
８）と香り抽出機構（７１２）を、テーブルトップが患者テーブル（７０６）に取り付け
られるときにこれらが相互に患者の鼻器官（不図示）の両側にあるように、組み込む。
【００３３】
　図１は医療処置用の部屋（１０１）にアンビエントヒーリング環境を生成するためのシ
ステムシステム（１０２）を組み込む、当該部屋の平面図を描く。システム（１０２）は
それ自体当業者に既知である、香りの連続バッチを患者（１０５）に供給するように構成
される一次香り供給機構（１０４）と、それ自体当業者に既知である、動作中に一次時系
列に従って断続的に香りの連続バッチを供給するように一次香り供給機構を制御するよう
に構成されるコントローラ（１０６）とを有する。好適にはコントローラ（１０６）は一
次香り供給機構（１０４）に無線接続される。コントローラ（１０６）は部屋（１０５）
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３）がある。一次香り供給機構（１０４）は好適には上記画像装置（１０３）の近くにあ
る。
【００３４】
　図８は医療処置を実行するための部屋（８０１）にアンビエントヒーリング環境を生成
するためのシステム（８０２）の平面図を描く。システム（８０２）はそれ自体当業者に
既知である、香りの連続バッチを患者（８０５）に供給するように構成される一次香り供
給機構（８０４）と、それ自体当業者に既知である、動作中に一次時系列（９０２）に従
って断続的に香りの連続バッチを供給するように一次香り供給機構を制御するように構成
されるコントローラ（８０６）とを有する（図９参照）。図８を参照すると、部屋（８０
１）の中に医療処置を実行するための画像装置（８０３）がある。この特定の実施例にお
いて、一次香り供給機構（８０４）は上記画像装置（８０３）のすぐ近くにある。システ
ム（８０２）は所定の二次時系列（９０４）（図９参照）に従って香りのバッチを患者（
８０５）に供給するように構成される、一次香り供給機構（８０４）から離れた二次香り
供給機構（８０８）をさらに有する。この特定の実施形態において二次香り供給機構（８
０８）は部屋（８０１）のドア（８１０）のすぐ近くに設置される。従って、一次及び二
次香り供給機構は相互に離れている。この特定の実施形態においてコントローラ（８０６
）は患者（８０５）が部屋（８０１）に入室したことを検出するのに応じて二次時系列（
９０４）を開始するように構成される。図９を参照すると、時点ｔｅｎｔｒｙにおいて患
者が部屋（８０１）に入室したことを検出すると、コントローラ（８０６）は時点ｔｐｒ

ｉｍａｒｙ　ｓｔａｒｔにおいて一次時系列を、時点ｔｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｓｔａｒｔ

において二次時系列を開始する。ここで二次供給機構（８０８）はドア（８１０）に近い
ので、ｔｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｓｔａｒｔはｔｐｒｉｍａｒｙ　ｓｔａｒｔよりも早い時
間に起こる。より具体的には、（ｉ）ｔｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｓｔａｒｔと（ｉｉ）ｔｐ

ｒｉｍａｒｙ　ｓｔａｒｔの間の期間は患者（８０５）がドア（８１０）から画像装置（
８０３）へ移動するために必要な期間にマッチするはずである。より具体的には、二次供
給機構（８０８）によって供給される香りのバッチのサイズ（９０６）は一次供給機構（
８０４）が香りを供給し始める時点までこの香りが患者の記憶に残るような大きさである
べきである。
【００３５】
　本発明は図面と上記説明において詳細に図示され記載されているが、図示と記載は例示
若しくは説明であって限定ではないとみなされるものとする。実施形態の他の組み合わせ
が実現可能である。例えば、システムがヘッドセットを有する実施形態若しくは上記シス
テムがテーブルトップを有する実施形態は、ユーザインターフェース及び／又は患者の存
在検出とともに、システムが室内の香りの量を測定するためのセンサを備える実施形態と
併用され得る。本発明にかかるシステムとその全構成要素はそれ自体既知のプロセスと材
料を適用することによって作られ得ることが留意される。一連の請求項と記載において"
有する"という語は他の要素を除外せず、不定冠詞"ａ"若しくは"ａｎ"は複数を除外しな
い。請求項における任意の参照符号は範囲を限定するものと解釈されてはならない。一連
の請求項に定義される特徴の全ての可能な組み合わせが本発明の一部であることがさらに
留意される。
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